
平成26年 
9月 

今後のスケジュールのイメージについて 

※今後の進捗により、スケジュールが変更となる可能性について、お含みおき願います。 
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①厚生年金保険（代行部分除き）  ：国から給付 
②代行部分            ：基金から給付 
③上乗せ部分           ：基金から給付 

①厚生年金保険料（免除保険料除き）：国へ納付 
②免除保険料（代行部分見合い）  ：基金へ納付 
③上乗せ部分           ：基金へ納付 

① 
② 
③上乗せ部分（ＤＢ・ＤＣ） ：後継制度の基金から給付 

① 
②                
③上乗せ部分（ＤＢ・ＤＣ） ：後継制度の基金へ納付 
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連合会との記録整理⇒仮完了 
（現在 国との記録突合及び整備中） 
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